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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年６月２３日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年１２月６日（月） １２時１５分ごろ 

発生場所 鹿児島県南さつま市野間岬北東方沖 

 薩摩野間岬灯台から真方位０４３°６.６海里付近 

（概位 北緯３１°２９.７′ 東経１３０°１１.９′） 

事故調査の経過  平成２２年１２月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 遊漁船 海
かい

幸
こう

、４.８トン 

   ２９２－２７０７６鹿児島、個人所有 

   １１.５０ｍ（Lr）×２.８０ｍ×０.７９ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１８３.９０kＷ、昭和６０年３月１５日 

Ｂ 遊漁船 美香
み か

丸、４.８トン 

   ２９５－２９５０４鹿児島、個人所有 

   １１.００ｍ（Lr）×２.６２ｍ×０.８２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２６４.７８kＷ、昭和６３年１１月３日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年７月１日 

    免許証交付日 平成１８年１２月１３日 

           （平成２４年１月７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１４年８月２１日 

    免許証交付日 平成１８年１１月２１日 

           （平成２４年８月２０日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部に擦過傷 

Ｂ 操舵室右舷を破損 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客３人を乗せて野間岬北東方沖

で遊漁中、船長Ａが、Ａ船の南東方１２０～１３０ｍ付近で錨泊して遊漁

中のＢ船及び他の遊漁船（以下「Ｃ船」という。）を視認した。 

Ａ船は、Ｂ船及びＣ船の間のポイントに移動することとし、衝突の約５

～６分前に航行を始め、約６.５ノットの速力で左舷船首から出していた
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錨索を引くことによって錨を海底から上げ、錨索がプロペラに絡まないよ

うに手動操舵により左に回頭しながら移動を始めた。 

船長Ａは、Ｂ船及びＣ船の周囲を左に大回りし、Ｂ船の左舷方で錨泊す

るため、Ｂ船の船首方に向首したのち、操舵位置の正面にある魚群探知機

を見ていたとき、平成２２年１２月６日１２時１５分ごろ、Ｂ船と衝突し

た。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣り客４人を乗せ、船首を北東方に

向けて錨泊して遊漁中、船長Ｂが、Ａ船が錨を引きずりながらＢ船の周囲

を左に回り始めたので、Ａ船の動きを注意して見ていた。 

船長Ｂは、Ａ船が、Ｂ船及びＣ船の間に入って来るものと思っていたと

ころ、急に左に回頭してＢ船に向首したので衝突の危険を感じ、操舵室に

駆け込んで汽笛を鳴らそうとしたが、Ａ船とＢ船の右舷側とが衝突した。

両船は、負傷者はなく、自力航行して帰航した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風速 約２～３m/s、視界 良好 

海象：波高 約４０～５０㎝ 

その他の事項 Ａ船は、水深約４２ｍ及び底質砂のところに重さ約２０kgの錨を入れ、

長さ約６０ｍの錨索を左舷船首から出して錨泊していた。 

Ａ船は、釣り場を移動する際、錨索を引くことで錨を海底から上げて航

行していた。 

Ａ船は、錨索を左舷船首から出していたことから、航行中に錨及び錨索

の抵抗により左に回頭するので、船長Ａが、右舵を取りながら航行してい

た。  

船長Ａ及びＡ船の釣り客３人は、全員救命胴衣を着用しており、釣り客

３人は、船尾甲板にいたので、Ｂ船への接近に気付かなかった。 

Ｂ船は、水深約４２ｍ及び底質砂のところに重さ約３０kgの錨を入れ、

長さ約６０ｍの錨索を出して錨泊していた。 

Ｂ船は、黒色球形形象物を掲げていた。 

船長Ｂ及びＢ船の釣り客４人は、全員救命胴衣を着用していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、野間岬北東方沖において釣り場を移動

中、船長Ａが、魚群探知機を見ていて見張りを行

っていなかったことから、錨泊中のＢ船に向けて

接近していることに気付かずに航行し、Ｂ船と衝

突したものと考えられる。 

 Ａ船は、錨を巻き揚げずに左舷船首から出した

錨索を引きながら移動し、錨及び錨索の抵抗によ

り左に回頭する状況であったので、船長Ａが、右

舵をとってＡ船が左に回頭しないように操船し

ていたものと考えられる。 

Ｂ船は、野間岬北東方沖において錨泊して釣り

中、船長Ｂが、Ａ船が移動を始めたのを認め、Ａ

船の動きに注意していたところ、Ａ船が左回頭し

てＢ船に向けて接近して来たので、汽笛を鳴らそ
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うとしたが間に合わず、Ａ船と衝突したものと考

えられる。 

原因  本事故は、野間岬北東方沖において、Ａ船が釣り場を移動中、Ｂ船が錨

泊して釣り中、船長Ａが見張りを行っていなかったため、両船が衝突した

ことにより発生したものと考えられる。 

参考  本事故の再発防止策として、次のものが考えられる。 

・常時適切な見張りを行うこと。 

※ 「参考」は、今後の同種船舶事故等の再発防止のために役立つと考えられる事項を列挙したもので

ある。 

 

 




